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誰にも開かれた社会の実現  

1西駒郷改築を契機とした地域生活移行の推進  
H19  H15   

190人  

他施設  250人   

計  500人（入所施設定員の約21％）  

2 サクセスモデルの実現   

西駒郷（県立施設）の地域生活移行を進めることにより、  

①地域住民の意識を変える   より開かれた社会の実現  

障害のある方にとって暮しやすい社会＝誰にとっても暮しやすい社会  

②施設利用者、家族の意識を変える  

③ 民間施設の取り組みを促進  

1－   



（西駒郷基本構想の実現）  

○入所施設中心の支援から、グループホーム、日中活動、相談支援等の地域を総合的に支援する施設へ転換  
○ 退所により、4人部屋の解消等居住環境を改善するとともにショートステイに活用  

○ 既存の訓練棟＋作業棟を日中活動系サービスに活用  

平成15年  5年後の将来像  10年後の将来像  

地域生活移行  

250人程度   

地域生活移行   
継 続   

上伊那圏域障害者総合支援センター（相談支援、敷地外）   



推進体制の整備  

県」王  ・障害者自律支援室（現障害者自立支援課）（5名⇒10名）  

自立支援専門員の設置  

一障害福祉課  

西駒郷  ・自律支援部（現地域生活支援センター）（4名⇒5名）  

（西駒郷における地域生活移行推進本部）  

t社会福祉事業団地域移行推進部  

（GH・自活訓練棟の設置・運営等）  

・管理部、更生訓練部、生業部、保護部  

各圏域 障害保健福祉圏域調整会議（→自立支援協議会）の活用  

県、市町村、社会福祉法人、NPO法人、当事者団体、教育、雇用、保健医療相談支援事  
業者（障害者総合支援センター）等  
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－4一  

国の制度だけでは実現不可能 ⇒ 県単独事業により推進   

平成17年度の信州モデル創造枠予算中、一般財源の枠は約71億円、そのうち  

社会部は約10億円、そのうち障害福祉関係は約5億4千万円。   

主な信州モデル創造枠予算（モデル分）  

①障害者グループホーム等整備事業   3億1，407万9千円（2億3，871万2千円）  
② 障害者総合支援センター事業   

社会資源の充実  

① 障害者総合支援センター  

② 知的障害者グル1プホーム  

2億5，518万2千円（ 9，801万7千円）  

H15・4   

34 人  

38か所  

⇒ H18－4   

⇒ 68 人  2倍  

⇒149か所 約4倍  

（うちNPO28か所）  

⇒ 2，844人 約1．3倍  ③ 日中活動の場（通所の定員）  2，177人  

（知的障害者通所授産施設、障害者共同作業所等）  

④ ヘルパー事業所（障害者）  131か所 ⇒ 261か所 約2倍   



県だけでは実現不可能 ⇒ 市町村・法人等の協力により推進  

市町村、社会福祉法人、NPO法人等との協働により実現  

社会資源を県自らが全県に整備するのは不可能。何といっても社会資源を作り、  

フォーマル、インフォーマルなサービスを提供するのは社会福祉法人、NPO法人、任  

意の団体、そして住民。さらにそれを支援する市町村の協力は不可欠。  

働型へ  

①基本構想策定委員会ワーキンググループ   

地域の実践者、民間施設から、西駒郷職員から公募   

地域生活移行に有効な実践アイデア → 県の施策  

②県民参加の政策提言事業  

③利用者、家族との懇談  

④障害者団体の部会等へ出席  
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障害者総合支援センター（圏域単位）  

ホームヘルプサービ  

ス  

就業支援  
ワーカー  インフォーマルサービス   

働く場  

企 業   

共同作業所  

通所授産施設  

小規模通所授産  

②知的  
コーディネーター  

①障害児療育  

コうーィネーター  

就業支援  
ワーカー  生活の場  

グループホーム  
福祉ホーム  
生活寮  

通勤寮  

アパート  

家 庭  

③身体  
］－ディネ一夕ー  

④精神  
コーディネーター  

県職員を配置   
→Hl‘．10  憩いの場  

デイサービスセ  

ンター   

訓練の場  

通所更生施設  タイムケア  
サービス  

・丁…‾l  

中核センター  サテライト  

スタッフは10圏域にH15・34人→H17・68人へ   



障害者グループホーム等整備事業  

西駒郷加算  通常のGH整備   

精神（県1／2一市町村1／4・設置主体1／4）  

知的（県1／2・設置主体1／2＝■西駒加算あり）  

157，800円×23．3ポ×定員  
対象経費上限 新築2000万円・改修1000万円  
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■▼m  

累計   

［コ10  

訝11  

□12  

［コ13  

⊂］14  

■15  

［コ16  

［∃17   

H14年度 施設整備章補助事業創設  
H16年度 運営費補助事業創設  

H18．4．1現在・・・GHは149カ所に  



西駒郷の地域生活への移行が市町村に波及した（GHの設置状況）  
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